
 

別紙 公募対象施設その他営業条件（食堂） 
 

 

１ 公募対象施設概要 

  施設名：札幌市南区役所食堂 

  住 所：南区真駒内幸町２丁目 南区役所庁舎（３階） 

面 積：124.80㎡  席数：61席 自動販売機：１台 

庁舎職員数：227人（令和７年５月 1日現在） 

 

２ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとします。 

  ただし、契約満了の 90日前までに、本会及び食堂事業者（以下「契約事業者」という。）

の双方が特段の意思表示をしなかった場合は、契約書に定める必要書類の提出等の手続

を経たうえで、期間満了の日から更に１年間契約を更新し、当初の契約期間の始期から

５年を限度に、以降期間満了の都度、これに倣うものとします。また、本会において契

約事業者の事業実績が良好と認められるときは、本会及び契約事業者との協議に基づき、

更に契約期間を１年更新により最長３年間延長することができるものとします。 

  なお、店舗の設置、撤去等に要する期間は、契約期間に含めます。 

※ 契約の更新に関して、南区役所は建替え等が予定されている（時期未定）ため、

現庁舎の供用期間内とします。 

 

３ 営業日及び営業時間 

  現行の営業日は、休業日としている土曜日、日曜日、祝日法に定める祝日、年末年始

（12月 29日から翌年 1月 3日）以外です。また営業時間は午前 11時から午後３時まで

です。これと異なる営業日、営業時間を提案する場合は、具体的な内容を企画提案書に

明記してください（ただし、休業日には営業できません。また、必ずしも希望に沿うと

は限りません。）。 

  なお、お盆期間や年末年始等に臨時に営業時間を変更する場合は、事前に本会の承認

を得る必要があります。 

 

４ 販売品目 

  食事メニュー、その他食事に関連して提供可能なメニューとします（栄養成分表示、

アレルギー表示などの情報提供に努めること）。ただし、酒類の販売は禁止します。また、

具体的内容及び価格は事業者が定めることとします。 

なお、売店施設と著しく競合する品目の販売については、当該販売を規制する場合が

あります。 
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５ 札幌市競争入札参加資格者に関する登録 

  札幌市競争入札参加資格者に登録されていない応募者は所要の手続きが必要です。参

加資格者の登録のない応募者については、本公募への参加を認めません。 

※札幌市の入札参加資格者の登録に要する費用等は全て、契約事業者の負担となります。 

 

６ 店舗レイアウトについて 

  原則として、現在の店舗レイアウトを基本とし、既存の設備、什器・備品（以下「設

備等」という。）のうち、固定物は現状での営業となります。 

  ただし、あらかじめ本会と協議の上、札幌市及び本会が許可した場合は、契約事業者

の負担によりレイアウトの変更が可能です。 

  また、机、椅子等の移動が容易な設備等は、庁舎の管理に支障のない限り任意に移動

可能です。 

  これら、現状レイアウトを変更する場合は、あらかじめ企画提案書により、レイアウ

ト変更案として提案してください。 

  なお、他店舗の提案、その他施設の見直し、本会の裁量等により、現行レイアウトや

店舗区画を変更する場合があります。 

 

７ 施設の備品、什器等の取扱い 

  既存の札幌市または本会所有の備品、什器等（以下「備品等」という。）は無償で使用

できるものとします（13加算料については別途請求します。）。 

ただし、その使用の可否は、契約事業者の責任において判断するものとします。なお、

安全面に疑義がある場合、当会に報告してください。 

  これらの備品等の維持、修繕、更新にかかる一切の費用は、すべて契約事業者の負担

とします。また、契約事業者の負担により、新たな備品等を設置する場合は、事前に本

会の許可を得ることとします。 

なお、備品等の廃棄については、当該備品等の所有者が自ら処理し、これに伴う一切

の費用を負担します。 

 

８ 衛生管理について 

契約事業者は、食品衛生法の規定をはじめとした関係法令を遵守するほか、「大量調理

施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月 24 日付け衛食第 85 号厚生省生活衛生局長通

知、最終改正：平成 29 年６月 16 日付け生食発 0616 第１号）の趣旨を踏まえた衛生管

理の徹底を図り、常に清潔な調理環境を確保できるよう努めるものとします。 

 

９ 事故発生時の対応について 

⑴ 連絡体制の整備 

事故等を確認した場合の連絡体制を整備してください。 

⑵ 対応状況等の記録 

事故等を確認し対応した場合には、利用者への対応状況、発生原因等の詳細を記録 
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してください。 

⑶ 報告を要する事故 

以下の報告を受け、もしくはその事実を確認した場合は、利用者等に対して適切な

対応を行うとともに、委託者へ速やかに報告してください。 

  ア 利用者に健康被害がある又はその疑いのある場合（提供した食事に起因するもの） 

イ 明らかに契約事業者の過失によって食事に異物が混入した場合 

ウ その他必要と認められる場合 

⑷ 報告書の提出 

⑶のア、イ、ウに該当した場合は、⑵の対応状況を記録したものに再発防止策を記

載した報告書を委託者へ速やかに提出してください。 

 

10 自動販売機について 

 ⑴ 自動販売機の位置づけ 

   一部の食堂において、食堂営業時間外の職員等の福利厚生を補うものとして必要が

ある場合、本会が札幌市から行政財産の目的外使用許可を得たうえで、庁舎内に自動

販売機を設置することを決定し、当該自動販売機の設置及び保守管理を食堂契約事業

者に委ねます。なお、商品内容及び販売価格については、あらかじめ本会の了解を得

るものとします。 

⑵ 本会と契約事業者の役割分担 

  ア 本会の役割 

   ・ 自動販売機の設置、変更、撤去の決定 

   ・ 職員等の要望に基づく販売品目、設置機種の決定 

   ・ 札幌市に対する目的外使用許可申請及びこれに付随する業務 

・ 契約事業者に対する電気料金の請求、徴収 

   ・ 自動販売機に関する各種の調整 

  イ 契約事業者の役割 

・ 自動販売機業者（ベンダー）との契約締結 

・ 日常販売管理 

   ・ 本会に対する電気料金の支払い 

※ 自動販売機業者（ベンダー）からの売上手数料の取扱い、電気料金の精算方法

等は、契約事業者が自動販売機業者（ベンダー）と交わす契約に定めるところによ

ります。 

 

11 使用料について 

  施設の目的外使用に係る使用料については、札幌市財産条例、札幌市公有財産規則に

基づき免除を受けています。（令和７年６月現在） 

  なお、法令等の改正や札幌市の制度見直しにより、取扱いが変わる場合がありますが、

こうした取扱変更に伴い契約事業者に損失等が生じたとしても、一切の補償はありませ

ん。 
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12 加算料について 

  下記の費用を請求します。 

 ⑴ 光熱水費（電気料金、水道料金、下水道料金、冷暖房料金） 

   原則として子メーターにより算出した実費相当額を請求します。ただし、実使用量

の把握が困難な場合は、各月又は前年の使用料金に対して、札幌市と本会が算出する

面積割合で按分した額を請求します。 

 ⑵ 火災保険料 

   札幌市が庁舎全体に対して契約している火災保険料について、札幌市が面積按分に

より算出した額を請求します。 

 ⑶ 衛生管理費 

   札幌市が契約している空気環境測定、水質検査、ねずみ昆虫防除、清掃、塵芥処理、

産業廃棄物処理等の衛生管理業務の委託料について、原則として札幌市が面積按分に

より算出した額を請求します。 

   ただし、店舗内の清掃については、特に定めのある場合を除き、契約事業者が自ら

実施する必要があります。 

 ⑷ 機能管理費 

   札幌市が契約している空調機器、冷暖房機器、自動ドア、エレベータ等の保守業務

の委託料について、原則として札幌市が面積按分により算出した額を請求します。 

 ⑸ 保安管理費 

   札幌市が契約している警備、駐車場整理等の業務の委託料について、原則として札

幌市が面積按分により算出した額を請求します。 

 ⑹ 電話使用料 

   施設に備え付けの電話機については、原則として札幌市が台数按分により算出した

額を請求します。 

 

13 契約解除について 

 ⑴ 本会が契約を解除できる場合 

   本会は、次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、契約期間中であっても、

ただちに契約を解除することができます。 

ア 契約事業者の原因により食中毒等の事故を起こし、食品衛生法等関係法令により

営業停止以上の処分を受けたとき。 

イ 契約事業者の原因により火災等による事故を起こし、関係法令により処分を受け

たとき。 

ウ 契約事業者が契約に定める事項に違反し、若しくは契約履行の意思がないと本会

が判断したとき 

エ 契約事業者が福利厚生施設の営業権を第三者に譲渡し、若しくはこれに類する行

為等があったとき 

オ 契約事業者の行為が本会または札幌市の信用を傷つけたとき 

カ 本会の責めによらない原因により契約解除の必要が生じたとき 
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⑵ 自動的に契約を解除する場合 

   契約事業者が営業全般に関し、本会の注意または改善勧告を履行しないことを理由

として、本会が通知する「施設契約解除予告書」を受け取った日から 60日が経過した

ときは、契約を解除します。 

 ⑶ 自己都合により契約を解除する場合 

   本会又は契約事業者が、自己の都合により契約を解除する場合は、その 90日前まで

に、文書により相手方に申し出なければなりません。 

 

14 契約解除による損害賠償等について 

 ⑴ 契約事業者は、自己都合により契約を解除したことに伴い、本会に損害を与えたと

きには、本会の請求する損害賠償額を支払わなければなりません。 

 ⑵ 本会は、契約解除に伴う契約事業者の損害については、いかなる賠償若しくは補償

をも行いません。 

 ⑶ 契約事業者は本会に対する営業権の補償、その他の一切の請求権を有しません。 

 

15 その他の損害賠償について 

  契約事業者は、常に火災、盗難の防止並びに施設の保全に留意し、契約事業者の責め

により本会または札幌市に損害を与えたときは、その請求するところに従い直ちに現状

に復し、またはその損害を賠償しなければなりません。また、営業に伴い食中毒等の賠

償責任事故が発生した場合は、契約事業者がその責任を負います。生産物賠償責任保険

(PL保険)、食品営業賠償共済、店舗賠償責任保険等への加入に要する費用も契約事業者

の負担となります。 

 

16 営業補償等について 

  本会は、札幌市が行う庁舎の建替え又は改修等のため、その工事期間中、契約事業者

が福利厚生施設又は共用部分等の一部若しくは全部の使用上の制約を余儀なくされても

営業補償等の責は負いません。 

 

17 原状回復義務等について 

契約事業者は、契約期間の満了又は契約解除に至ったときは、本会の指定する期間内

に、福利厚生施設を原状に復したうえで、福利厚生施設及び貸与備品等を本会に返還す

るものとし、これに伴い生じた廃棄物等は、関係法令を遵守のうえ、全て契約事業者が

責任を持って処分するものとします。 

  これらに伴う経費については、全て契約事業者の負担とし、撤去及び返還に伴い本会

に損害が生じたことが判明した場合は、契約事業者は本会に対して賠償の責を負うもの

とします。 

 

18 その他 

⑴ 契約事業者は、善良な管理者の注意をもって、施設や設備等を使用し、保全しなけ
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ればなりません。 

⑵ 営業にあたっては、関係法規及び札幌市の条例等を遵守しなければなりません。 

⑶ 契約事業者は福利厚生施設の管理運営に際して知り得た秘密、情報等（個人情報を

含む。）を他に漏らしてはいけません。 

⑷ 契約事業者は常に安全かつ良質な食事を提供し、サービスにあたっては親切丁寧を

旨としなければなりません。 

⑸ 契約事業者は、毎月、本会の指定するところにより、売上その他の事項を報告しな

ければなりません。 

⑹ 契約事業者は、業務に伴い発生する廃棄物を適切に処理しなければなりません。 

⑺ 契約事業者は、本業務の遂行にあたり、環境への負荷の少ない商品の使用や節電、

節水等、省資源・省エネルギー及び廃棄物の削減に努めるものとします。 

⑻ 特別に許可ある場合を除き次の行為は禁止します。 

  ア 看板（立て看板を含む。）や広告物を庁舎内及び敷地内に掲示すること。 

イ 宣伝等販売促進行為を庁舎内及び敷地内で行うこと。 

  ウ 販売品目として本会が認めていない商品・サービスを提供すること。 

エ 店舗の営業に必要のない備品等を設置すること。 

  オ 契約に伴う権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は転貸あるいは担保に供す

ること。 

  カ 第三者に営業を委託し、又は名義を貸与すること。 

  キ 施設や設備等を店舗営業以外の目的で使用すること。 

  ク 施設や設備等を第三者に使用させること。 

  ケ 通勤等のために庁舎の駐車場を利用すること。 

⑼ 庁舎内は完全禁煙です。 

⑽ 施設使用にあたっては、庁舎管理者の指示に従ってください。 


